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366

253 246 247 258 269
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303
326 333

382

＜障害者の数（千人）＞

409 431
453

474

障害者雇用の状況

○ 民間企業の雇用状況（法定雇用率2.0％） 実雇用率 1.92％ 法定雇用率達成企業割合 48.8％
○ 雇用者数は13年連続で過去最高 を更新。障害者雇用は着実に進展。

（平成28年6月1日現在）
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況

精神障害者
その他

（発達障害、高次脳機能障害など）

4,665 
6,739 

8,479 9,456 
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○ 就労支援機関、特別支援学校、大学等、

医療機関等を対象とした就労支援セミナー

○ 障害者・保護者、就労支援機関、特別支援

学校・大学等の職員、企業の人事担当者等を

対象とした事業所見学会

○ 障害者就労アドバイザーによる助言

企業と障害者やその保護者、就労支援機関・特別支援学校・大学・医療機関等の教職員等の企業での就労に

対する不安感等を払拭させるとともに、企業での就労への理解促進を図るため、地域のニーズを踏まえて、

①企業への就労理解の促進、②障害者に対する職場実習の推進、③企業と福祉分野との連携の促進 を実施する。

一般雇用の理解促進

福祉、教育、医療から雇用への移行推進事業

都道府県労働局による事業計画の策定

都道府県労働局による事業の実施

○ 職場実習に協力する事業所の情報収集

○ 関係機関へ実習協力事業所の情報を提供

○ 実習協力事業所への受入依頼

○ 実習者の損害保険手続き、協力事業所へ

の謝金支払、実習指導員の派遣

○ 職場実習のための合同面接会の実施

職場実習の推進

職場実習推進企業就労理解促進事業

※ 平成28年度においては、就職支援コーディネーター（一般雇用移行分）（計47名）を配置

○ 障害者雇用が進まない事業主に

対して、地域内の就労移行支援所と

の面談会を実施し、障害者雇用に係

る支援等を共有

○ 就労移行支援所に関する情報発信

○ 就労移行支援所の見学会

企業と福祉の連携促進

福祉分野との連携促進

○ 地域の関係機関による雇用移行推進連絡会議を設置し、意見を聴取
○ 地域の状況・ニーズを踏まえた、事業の効率的、効果的な実施に係る企画立案
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・障害者就業・生活支援センター
・就労移行支援事業所
・医療機関 等

地域障害者
職業センター

精神障害者
（新規求職者約81,000人)

精神障害者雇用トータルサポーターについて

○緊張感や不安感が非常に強い者
○生活面での課題がある者
○離転職を繰り返す者
○障害受容や認知が十分でない者
○障害の開示を検討中の者
○安定所以外の支援機関の援助が

得られない者

ハローワークにおいて、求職者本人に対するカウンセリングや就職に向けた準備プログラムを実施するとと
もに、事業主に対して、精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の業務を実施

概 要

・職業評価
・準備支援
・ジョブコーチ

支援依頼 連 携

ハローワーク
専門援助部門

専門機関

業務内容

精神障害者雇用
トータルサポーター

精神障害者に対する支援
・ カウンセリング
・ 就職準備プログラムの実施
・ 職場実習のコーディネート
・ 専門機関への誘導
・ フォローアップ

アウトリーチによる
企業への働きかけ
・課題解決のための相談援助

・個別定着支援

・医療機関と企業の橋渡し業務

・先進事例の収集

・精神保健福祉士
・臨床心理士 等
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平成２９年度（要求）３８労働局

精神科医療機関とハローワークの連携モデル事業の実施について

精神障害者の更なる雇用の推進のため、ハローワークにおいて、就労支援プログラム等を実施する医療機関と連携したモ
デル事業を実施し、当該医療機関との信頼関係を構築するとともに、地域の他の医療機関に対してもハローワークでの取組

状況について普及・啓発を図り、医療機関との連携を推進することとする。

①一定の実績のある就労支援プログラムを実施。
②支援対象者の就職可能性が確認できる。

③事業実施体制の整備がされている。

連携対象医療機関

１ 目 的

事業実施ハローワーク

２ 事業実施体制

事業責任者（HW統括職業指導官等）
就職支援コーディネーター（医療機関連携担当）

医療機関就労支援プログラム担当者

○主治医等として医療機関の関与は継続。就労支援の観点から支援対象者を医療機関からハローワークに引き継ぐ。
○支援方法については、「チーム支援事業」を活用し、支援期間は原則6ヶ月以内とする。
○想定される支援内容は次のとおり。

①連携対象医療機関を利用している精神障害者に対して就職に関する知識や技術を付与するためのジョブガイダンスの実施
②職業相談・紹介、キャリアコンサルティング、職業訓練あっせん等の就労支援サービス
③職場実習等の機会の積極的な提供
④3ヶ月目と支援期間終了時に医療機関側の担当者を含めたケース会議の開催
⑤職場定着支援等のフォローアップ支援の実施

①事業実施計画

②個人情報の相互利用・守秘義務

３ 事業内容等

支援対象者

①求職登録者・離職中である者（在職者は除く）
②障害を事業主に開示して就職支援を受けることに同意した者

③両機関で個人情報を共有することに同意している者

協定締結

連携・調整

事業周知・参加希望者の把握 「就労支援チーム」による就職支援

４ 実施労働局 28年度実施局（２２局）：北海道、青森、宮城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、岐阜、静岡、愛知、
京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡、長崎、熊本、鹿児島
29年度実施局（１６局）：岩手、秋田、山形、福島、群馬、奈良、和歌山、島根、香川、佐賀、宮崎等を予定
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障害者就業・生活支援センター

業務内容

＜就業面の支援＞

・就職に向けた準備支援
（職業準備訓練、職場実習のあっせん）

・就職活動の支援、職場定着に向けた支援

・障害特性を踏まえた雇用管理についての
事業所への助言と円滑な引き継ぎ

・関係機関との連絡調整

雇用と福祉のネットワーク

障害のある方

相談

地域障害者

職業センター

専門的支援
の依頼

生活支援
（担当者1名）

就業支援
（担当者2～７名）

ハローワーク

事業主
職場適応支援

求職活動支援

特別支援学校
連携

保健所
保健サービスの

利用調整

福祉事務所
福祉サービスの
利用調整

医療機関

医療面の相談

○ 関係機関と

の連絡調整

○ 日常生活・

地域生活に関

する助言

○ 就業に関す

る相談支援

○ 障害特性を踏

まえた雇用管理

に関する助言

○ 関係機関と

の連絡調整

一

体

的

な

支

援

自立・安定した職業生活の実現

技術的支援

基礎訓練の
あっせん

対象者の送
り出し

【27年度実績】
支援対象者数 153,522人
定着率 76.5％

障害者の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う「障害者就
業・生活支援センター」による支援を強化する H28 330センター（平成28年12月1日現在）

＜生活面の支援＞

・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等
の日常生活に関する助言

・住居、年金、余暇活動など地域生活、生
活設計に関する助言

センター窓口での相談、職場・家庭訪問等を実施。

地域の支援機関の中心であるセンターのネットワーク機能を拡充し、特に精神障害者の就労・定着や企業にお

ける適切な雇用管理に向けた支援の強化を図る

○主任職場定着支援担当者の増員（全国40名 → 55名）

○就業支援担当者（精神担当）の配置（全国30名（新規））

○事業主からの雇用相談や雇用管理支援に対応する企業支援担当者のモデル配置（全国30名（新規））

○グループワークによる支援等、精神障害者に対する先進的な職場定着支援の実施 (５センター(新規))

平成29年度の取組

就労移行支援
事業者等
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ハローワークに「難病患者就職サポーター」（※）を配置し、難病相談支援センターと連携しながら、就職を希望
する難病患者に対する症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や、在職中に難病を発症した患者の雇用継続等の
総合的な就労支援を行う。

※ 配置数 ： 全国49人（H28） → 全国51人（H29予定）
配置場所 ： ハローワークの専門援助窓口
採用要件 ： 難病患者の相談に関する業務経験１年以上等

難病相談支援センターと連携した就労支援の実施

難病患者

●就労を希望する者

●在職中に難病を発症した者

ハローワーク 専門援助部門

難病患者就職
サポーター

難病患者に対する
支援
・相談（適性、職域の分析等）
・専門支援機関への誘導
・面接・同行
・就職後のフォロー

地域障害者
職業センター

障害者就業・生活支援
センター

医療機関 保健所 等

各専門支援機関

連 携 連 携

事業主等に対する理解
促進
・事業主に対する啓発
・求人開拓
・支援制度に関する情報

提供

ハローワーク各部門

職業紹介担当 求人担当

職業訓練担当
等

地域の関係機関の連絡調整
・難病相談支援センター等との連絡調整
・連絡協議会の開催

難病相談支援センター

難病相談・支援員等による
支援
・治療・生活等に係る相談、

助言・指導

難病相談支援センターにおける
出張相談等
・難病患者に対する出張相談
・対象者のハローワークへの誘導
・難病相談・支援員等への情報提供

出張
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